
 

 

 

 

 

 

「心に残す学びの経験」 

美瑛小学校長  堀内 隆功  

 

 先日、６学年のふるさと学習がありました。ふるさと学習は、美瑛について学ぶ、町内で共通

したカリキュラムです。内容は「美瑛のまちづくりを提案する」という学習で、「食」「農産物」

「自然」「風景」「イベント」「温泉」「芸術」の 7 つのテーマでグループに分かれてアイディア

を出し合いました。町長、教育長にもご出席いただき、発表の後に講評していただきました。 
 

 例えば、「食」であれば、廃棄されるジャガイモの皮を使って「皮チップス」を商

品化するとか、「農産物」であれば、規格外野菜の販路としてインターネットを活

用して宣伝するとか、「風景」であれば、青い池に続くライトアップを活用した

「イルミネーション・フォトコンテスト」を企画するとか、そういったアイディア

が各グループから出されました。 

 講評では、小学生らしい斬新な発想や着眼点を評価していただくとともに、多角的に見てアイ

ディアを見直す観点を丁寧にアドバイスしていただきました。実際に、昨年度のアイディアが今

年度実施した農業まつりでの料理コンテストに採用されたことを考えると、子供扱いせず、温か

くもシビアな目で評価していただいていることを大変嬉しく思うところです。 
 

 地域に学ぶ、また、地域社会との関わりをもつことは、将来の社会の担い手（主体者）となる

児童生徒にとって貴重な学びの機会になります。特に今回の学習においては、これまでの美瑛町

の特色や魅力について学んだことを基に、地域を支えている方々のために自分たちで何か協力で

きることがないだろうかという動機から始まっています。実際に必要になってくることは、生産

者の視点や消費者の視点、あるいは町民の視点や観光客の視点、近距離者や遠距離者、関係人口

や外国人の視点といった、様々な視点で捉えて考え、判断すること。もちろん、経済利益もある

でしょうし、設備投資の予算、労働力等の課題もあるでしょう。現実の世界では、実際に多くの

課題があり、その解決には計り知れない努力と困難さが生じます。 
 

 例えば、合意形成においても、一方に合理性があっても他方にとっては合理性が見られなかっ

たり（あちらを立てればこちらが立たぬ）、解決したと思ったら思いがけず新たな問題がまた噴出し

たり（一難去ってまた一難）といったことも起こりがちです。個々の感情面でも、何回も同じこと

を発言しているのに見直される動きが全く見られないといった不満、自分の思いがどのように伝

わっているのだろう、独りよがりと思われてアイディアや改善点のよさが伝わっていないのでは

ないだろうかといった不安なども抱くことがあるでしょう。物事が動く時は、情熱（信念）と理

性（合理性や先見性）と機会（タイミング）が必要なのかも知れません。 
 

 一方で、教育で大切にしたいことは、自分の価値観や判断の根拠につながるような経験です。

人が判断や行動するときに、どのような原理や動機が働くでしょうか。「快・不快」「便・不便」

「損・得」「善・悪」といったことが浮かびますが、最終的には自他共に幸せに生きる在り方を

探究する態度につながってほしいと願っています。  

 そういう意味で、今回のような学習は、誰のために、何のために、自分は行動

するのかということが明確であり、様々な立場を理解しながら最適解や納得解を

自分たちの頭で考える経験でした。 

純粋でシンプルな動機ゆえに心に残る経験になるでしょうし、この経験の積み

重ねが自分らしさの土台形成につながり、生きる力の原動力にもなっていくよう

に思っています。 

きみかげそう 
【学校教育目標】 健康で、豊かな心をもち、実践力のある児童の育成 

         「自ら学ぶ子（やる気）支え合う子（こん気）たくましい子（げん気）」 
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□ □ □ い じ め 対 策 □ □ □ 
本校では、いじめについて「美瑛小学校いじめ防止基本方針」を作成し取り組んでいます。 

Ⅰ 基本理念                                        

 ○いじめは全ての児童に関係する問題であり、いじめの芽はどの児童にも生じうるという緊張感を

もち、児童が安心して学習等の学校生活に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじ

めが行われなくなるようにします。 

○全ての児童がいじめを行わず、また、いじめをはやし立てたり認識しながらこれを放置すること

がないようにするため、いじめが児童の心身に及ぼす深刻な影響その他のいじめの問題に関する

児童の理解を深めます。 

○いじめを受けた児童の生命及び心身を保護することが最も重要であり、また、いじめを受けてい

る児童に非はないという認識に立ち、学校、家庭、地域、教育委員会その他の関係者が相互の連

携のもと、社会全体でいじめの問題を克服することを目指します。 

Ⅱ 取組                                          

１ いじめ防止のための取組（未然防止） 

(1)児童の豊かな情操を育む取組 ○体験活動の充実 ○読書活動の推進 

(2)児童の道徳心、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う取組 

○「特別の教科 道徳」の指導の充実  ○人権教育の取組 

(3)全ての児童が安心でき、自己有用感や充実感を感じられる学校生活づくりの取組 

○学級経営の充実（互いを認め励ます学級づくり） ○学年･学校行事の実施 

(4)地域、家庭と一体となって取組を推進するための普及啓発の充実を図る取組 

○学校だよりの発行 ○参観日～全体懇談・学年懇談 ○個人懇談  

○PTA 安全安心あいさつ見守り活動 

(5)職員研修 ○生徒指導事例研修会 ○生徒指導研修会 

２ 早期発見の取組 

(1)定期的なアンケート調査(年間２回) ○実施月～５月、１０月  

(2)教育相談の実施（年２回） ○実施月～６月、１０月  

(3)情報モラル教育の推進 ○情報社会の倫理 ○情報セキュリティー 

(4)ネットパトロールの実施 ○随時パトロール（職員室でのパトロール） 

(5)電話相談窓口の周知等 ○いじめ相談電話カードの配付 

(6)一人一台端末を活用した相談窓口の開設 ○北海道教育委員会 ○美瑛小学校 

Ⅲ 校内組織                                        

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 今年度の状況                                        

  今年度も、児童に「いじめアンケート」を実施し、その結果に基づいて児童一人一人と教育相談を

行いました。そして、保護者面談を行い、児童の状況について情報共有しています。 

  今後も、児童の変化を見落とすことがないように、保護者の協力を得ながら、全職員で見守り、安

心して登校できるように努めていきます。 

 

 

【いじめ防止委員会】 

ＰＴＡ会長・学校運営協議会会長・校長・教頭 

生徒指導部長・校内指導係・スクールカウンセラー 

スクールソーシャルワーカー 

【生徒指導委員会】 

教頭・生徒指導部長・校内指導係 

養護教諭・該当担任 

低、中、高学年ブロック各１名 



□ □ □ 修学旅行に行ってきました！ □ □ □ 

 6 年生が、8 月 31 日(木)と 9 月 1 日(金)の 1 泊 2 日で修

学旅行に行ってきました。新型コロナウイルス感染症が流行

してから、感染対策のため登別方面に行っていましたが、今

年度は、新型コロナウイルス感染症が 5 類になったことから、

札幌・小樽に行きました。１日目は小樽に行き、午前中は小樽

水族館を見学し、午後は自主研修を行いました。２日目は札

幌に行き、自主研修を行いました。 

札幌自主研修では、『白い恋人パーク』グループ・『丸山動物園』グループ・『ＪＲタワー・ＳＴＶ』グ

ループ・『北大植物園』グループに分かれて施設見学や体験活動を行いました。また、各グループで事前

に調べたことを生かし、地下鉄で移動したり、昼食を食べたりしました。 

自分たちで考え行動できたことは、とても良い経験になったと思います。この経験を、今後の学校生

活だけではなく、日常生活にも生かしてもらいたいと思います。 

 

 □ □ □ ご協力ありがとうございました。 □ □ □ 

『留守番電話アンケート』にご協力いただきありがとうございました。「問題があった。」というご意

見はありませんでしたので、引き続き、下記の時間を留守番電話対応とさせていただきます。 

ご理解くださいますようお願いいたします。 

 

【平日（学校課業日）】午後 6 時から翌朝の 7 時 30 分まで  

【土曜・日曜・祝日・振替休業日】終日 

【長期休業期間】午後４時３０分から翌朝の午前８時まで 

 

 

 

 

 



「酪農教育ファーム」を通じて子供たちに伝えたいこと 

（株）ベイリッチランドファーム 

                             代表取締役  浦    薫 
 

こんにちは。宇莫別で酪農業をしています（株）ベイリッチランドファームの浦といいます。 

私たちの牧場では、乳牛を 500 頭程飼育しています。その中で、酪農教育ファームのファシリテ

ーターとして、美瑛町内の小学校で酪農という仕事の役割や命の大切さなどを子供たちに伝えてき

て、今年で 11 年目になりました。普段、学校給食で飲んでいる美瑛牛乳がどのように生産され、

自分たちの口元に届くのか、そのことを知ってもらえるのは、生産者としてもとても意義のあるこ

とだと思い、この活動を家族一緒に取り組んでいます。 

小学校での紙芝居などを使っての事前学習を通じて酪農に興味をもってもらい、そして、実際に

牧場に来て搾乳体験、哺乳体験、餌やり体験などを通じて酪農の素晴らしさ、厳しさを経験しても

らっています。実際の牛の大きさ、牛のぬくもり、乳搾りの難しさを体感する中で、例えば、普段

飲んでいる美瑛牛乳が目の前の牛の乳から出て来た時の喜びであったり、糞尿の多さに驚いたり、

哺乳時の子牛の吸引力に感動したりするなど、子供たちの笑顔と驚きに直接触れ合えることが、私

たちの楽しみであり、美瑛牛乳を生産していく上での原動力にもなっています。牧場に子供たちの

笑顔があふれているって、素晴らしいことですよね！体験を終えて笑顔で帰っていく子供たちに、

いつもこちらが元気をもらっています。また、活動を快く受け入れてくれる美瑛小学校の先生方や

保護者の皆様にも大変感謝しているところであります。ありがとうございます。 

美瑛には、商工、林業、農業、そして酪農業といった魅力ある産業が 

あり、それらの魅力を子供たちに伝えていくことが、これからの美瑛を 

築いてくれると信じて、これからもこの酪農教育ファームの活動を続け 

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

未来ある子供たちのために頑張りましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 ２日（月）特別日課  

１０月 ３日（火）３時間授業（給食あり） 

 中部地区研究大会 

１０月 ４日（水）中学校職場体験（～５日） 

１０月 ５日（木）特別日課 研修日  

ＳＣ来校日     

１０月 ６日（金）委員会 

１０月１１日（水）朝会 

         非行防止教室（５・６年） 

１０月１２日（木）特別日課 教育相談①  

１０月１３日（金）特別日課５時間授業 

        教育相談②  

         上川教育研修センター講座      

         

 

１０月１６日（月）特別日課５時間授業 

         教育相談③ 学納金引落日 

１０月１７日（火）特別日課５時間授業 

         教育相談④ 

１０月１８日（水）特別日課５時間授業 

         教育相談⑤ 

１０月１９日（木）特別日課 すずらん総会 

         教育相談（６年）ＳＣ来校日 

１０月２０日（金）開校記念日（１２５回） 

１０月２３日（月）学習発表会特別時間割開始 

         ＡＬＴ（２年） 

１０月２６日（木）特別日課 研修日 

１０月２７日（金）縦割り遊び クラブ 

１０月３１日（火）３時間授業（給食あり） 

         美瑛町教育研究大会  

～ １０月の行事予定 ～ 

 

 

 


